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法令名 地すべり等防止法 法令番号 昭和３３年法律第３０号 

手続名 主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事 根拠条項 第１１条第１項 
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（主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事） 
第 11 条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関す

る設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。 
 
 
 
◇ 地すべり等防止法の施行について（昭和 33 年 5 月 27 日 建設省発河 90、33 林野 6086 号 農林事務次官・建設事務次官より知事

あて）の記第７による。 
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